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はじめに 

 

 

要介護認定は、サービスを必要としている高齢者のサービスの内容や量を方向づけるもの

として、重要な位置づけにあります。その中でも認定調査員は「情報提供者」としての役割

を担っており、調査員が記載する特記事項は、認定審査において、対象者の状況を把握する

際の、重要な情報源となっています。このため、「認定調査員テキスト 2009 改訂版」に基

づき対象者の状況を調査し、的確に認定審査会に情報提供することが求められます。 

  

そこで、適切な認定調査に向け、初めて認定調査を行う調査員が認定調査員テキストの理

解を深めるための補助資料として活用できるよう、また、現任の調査員が日頃の調査の振り

返りとして活用できるよう、定期的に認定調査員ハンドブックの見直しを行ってきたところ

です。 

 

 今回の改訂では、多くの調査員が悩みやすい調査項目の記載を拡充し、特記事項の記載例

を増加しました。また、以前より掲載されていました認定調査の実施にあたって留意すべき

事項についても、内容を充実しました。 

 

 ただし、認定調査の実施方法や定義は、あくまでも「認定調査員テキスト2009改訂版」

が基本となります。このハンドブックは、テキストの補助資料として、日々の認定調査の振

り返りに活用してください。 

 

令和６年４月 

 

 

東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課長 
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第１ 要介護認定の概要 
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１ 要介護認定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 認定調査 

被保険者から申請に基づき、認定調査員による認定調査を実施します。 

② コンピューターによる一次判定 

認定調査の基本調査結果および主治医意見書をもとに一次判定を行います。 

③ 介護認定審査会 

    保健、医療、福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会で、一次判定の確定と、

主治医意見書や認定調査の特記事項に基づき、二次判定を行います。 

 

① 

③ 

② 

（介護認定審査会委員テキスト２００９改訂版より） 
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２ 要介護認定とは 

                 （令和２年度 厚生労働省要介護認定能力向上研修資料より）  

 

介護や支援の必要度は、必要とする「介護の手間」がどの程度かを判断して決めますが、その介

護の必要度を「介護の手間」という共通の基準（ものさし）で判断するものです。 

 「介護の手間」は、身体能力や認知機能の低下、認知症に伴って生じる行動・心理症状の有無、

居住環境、性別、疾患、年齢、意欲など、対象者に係る様々な要因の組み合わせから結果的に生じ

ているものです。 介護の手間の量は、疾病の重篤さ、身体機能等の低下の程度に比例するとは限

りません。 

 認定調査では、図の周辺にある居住環境や疾患等因子の影響を受けて生じた「身体能力の低下」

「認知機能の低下」「介助の方法」「ＢＰＳＤ」の４つを把握し、最終的に「介護の手間」に集約して必

要度を判定するのが要介護認定です。 

 判断の基準を「介護の手間」に統一することで、客観的でばらつきのない要介護認定ができる仕組

みとしています。 
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３ 一次判定 

 一次判定ソフトによる推計について 

一次判定ソフトにより、基本調査項目と主治医意見書を基に「要介護認定等基準時間」を

推計し、介護認定審査会資料を出力します。 

 

介護認定審査会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省 要介護認定適正化事業ホームページより（一部改変）） 

 

具体的には、８つの行為区分（食事、排泄、移動、清潔保持、間接生活介助、ＢＰＳＤ関

連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為）ごとに１日あたりの介護に要する時間を分単位

で推計し、その合計の長さに応じて介護度を決定します。 

要 介 護

認 定 等

基 準 時

間 

行 為 区

分 毎 の

時間 

中間評

価項目

得点 

基本調査

の選択 
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４ 介護認定審査会の審査判定手順 

 介護認定審査会の審査判定は、厚生労働省が作成する「介護認定審査会委員テキスト」で

判定手順や基準が定められています。 

審査判定手順 

○「特定疾病」：第２号被保険者の場合には、要介護状態又は要支援状態となった原因が、

１６の特定疾病のいずれかによって生じたかどうかの確認をします。 

○STEP１「一次判定の修正・確定」：特記事項の記載内容や主治医意見書の記載から、認

定調査の選択肢が妥当かどうかを検討し、必要な修正及び一次判定の確定を行います。 

○STEP２「介護の手間にかかる審査判定」：認定調査の特記事項と主治医意見書の記述か

ら、通常よりも手間がかかるか、かからないかという視点で検討し、変更が必要と判断

した場合は、一次判定結果を変更します。（二次判定） 

○「状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定」：32 分以上 50 分未満の場合は、「認知

機能の低下の評価」、「状態の安定性に関する評価」により要支援２もしくは要介護１の

判定を行います。 

 ○STEP３「介護認定審査会として付する意見」：認定有効期間の検討などが行われます。 

 

 上記のうち、STEP１、STEP２、「状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定」では、

認定調査票の特記事項の記載内容が、審査会の判断にあたって重要な情報源となります。 

 

STEP1：一次判定の修正・確定 

 基本調査の選択の妥当性を確認 

■ 各調査項目の定義と特記事項や主治医意見書の記載内容から理由を 

明らかにして事務局に修正依頼。 

■ 本プロセスを経てはじめて「一次判定」が確定（修正した後の一次 

判定が、最終的な一次判定として記録される） 

 一次判定を確定するのは、「認定調査員」ではなく、「介護認定審査会」 

（令和２年度 厚生労働省調査員能力向上研修会資料より（一部改変）） 

認定調査は、テキストに沿って行いますが、テキストの基準にあてはめて考えることが困

難な事例や、調査員が選択に迷った調査項目は、認定審査会が最終的に一次判定として確定

させます。 

 確定するために重要になってくるのが、特記事項になります。認定審査会では、特記事項

の記載内容や主治医意見書の記載から、一次判定の妥当性を検討し、確定させます。 

 

 一次判定で議論するポイント 

  ・適切な介助で選択した項目（特記事項には、選択根拠、実際の状況などを記載） 

  ・選択に迷った項目（特記事項には選択根拠、迷った状況などを記載） 
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STEP2:介護の手間にかかる審査判定 

 通常の例よりも「介護の手間」がより「かかる」「かからない」の視点 

での議論 

■ 一次判定ソフトの推計では評価しきれない部分を委員の専門性・経験 

に基づき合議にて判断。 

■ 「介護の手間」が「かかる」「かからない」と判断した場合、要介護 

認定等基準時間も参考にしながら、一次判定の変更が必要かどうか吟 

味。 

■ 特記事項・主治医意見書に基づいて審査 

（理由を記録することが重要） 

（令和２年度 厚生労働省調査員能力向上研修会資料より（一部改変）） 

 

ＳＴＥＰ２では、一次判定で評価しきれない、固有の介護の手間について、特記事項等の

記述から、通常より手間がかかっている、あるいは逆に手間がかかっていないかの視点で議

論します。 

 この審査によって、通常より介護の手間がかかるのであれば、一次判定結果の要介護度を

上げる、手間がかからないのであれば下げるという最終的な判定をします。 

 このとき、通常より介護の手間がかかるか、かからないかの判断材料になるのが、特記事

項です。特記事項は介護の手間を検討するうえでの重要な情報源となります。 

 特殊な事例で選択肢にあてはめにくい状況、一次判定ソフトに含まれない状況については、

その状況（介護の手間）を特記事項に書くことで、認定審査会のＳＴＥＰ１、ＳＴＥＰ２の

プロセスで最終的に検討されます。 
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（「介護認定審査会委員テキスト２００９ 改訂版」より） 

 

  要支援２と要介護１は要介護認定等基準時間が同じです。 

  一次判定ソフトで基準時間が３２分以上５０分未満と判定された場合は、この「状態の

維持・改善の可能性に関する審査判定」において、要支援２、要介護１のいずれかに判定

されます。 

 

  判定は、上記のフローチャートに沿って行われます。要介護１とする判定基準は以下の

２つです。 

①認知機能や思考・感情等の障害により予防給付の利用にかかる適切な理解が困難であ

る場合。 

②短期間で心身の状態が変化することが予測され、それに伴い、要介護度の重度化も短

期的に生ずるおそれが高く、概ね６か月程度以内に要介護状態等の再評価が必要な場合。 

 

このとき、判断の根拠となるのは認定調査票の特記事項及び主治医意見書の記載内容に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

状態の維持・改善可能性に関する審査判定
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５ 要介護認定における調査員の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （厚生労働省 要介護認定適正化事業ホームページより） 

  

 認定調査員の最も重要な役割は、調査対象者の状況を介護認定審査会に、正確に伝達する

ことです。しかし、調査対象者の状況は様々です。基本調査項目に含まれないことや介護の

手間等については、具体的に特記事項に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （厚生労働省 要介護認定適正化事業ホームページより） 

  認定調査では、調査項目の選択にあたり、迷うことも多々あると思います。 

  しかし、認定調査員が一次判定のすべての責任を負うわけではありません。 

  迷った場合などは、選択した根拠と具体的な状況を特記事項に記載し、介護認定審査会

の判断を仰いてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 認定調査の実施上の留意点 
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１ 認定調査にあたり特に重要なポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定調査員は、過去にその職にあった者も含め、認定調査に関連して知

りえた個人の秘密に対して守秘義務があります。 

 

○違反すると、公務員に課せられる罰則が適用になります。 

（認定調査員テキスト Ｐ６ １５行目から１８行目） 

 

○認定調査で使われる認定調査票などは、個人情報です。 

 

○訪問調査のための移動時など、個人情報の紛失には十分に注意してくだ

さい。 

 

○あってはならないことですが、万が一紛失した場合は、速やかに、上司

や委託を受けた区市町村に報告してください。 

 

○認定調査は、公正中立な立場で、客観的に行われなければなりません。

（テキストＰ６ ９行目） 

 

○「目に見える」「確認し得る」という事実によって、調査を行うことを

原則とします。（テキストＰ７） 

 

○要介護認定における調査員の役割は、認定審査会に具体的な介護の手間

を伝えていただく情報提供者であり、とても重要な役割です。 

（テキストＰ４） 

③個人情報の管理について 

①公正・中立な調査の実施 

②守秘義務 
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２ 認定調査前に必要なこと 

 

 ○ 認定調査の訪問日等の予約 

 連絡先に電話等で、認定調査の目的などを説明、調査対象者本人と家族の都合をうかが

い、訪問日、時間、訪問場所を確認します。施設（病院）の場合は担当者に連絡し、日程

を調整します。 

 

 

 

 

 

 

 

①調査場所の確認 

認定申請書に記載された住民登録記載住所は、必ずしも調査対象者の生活の場とは限らないた

め、必ず調査場所を確認します。また、短期入所先やデイサービス等、一時的な生活の場では調

査は行わないようにします。 

 

②配慮すべきことを確認 

調査対象者の体調、告知されていない病名等、あらかじめ必要な情報、調査上の留意点を確認

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 調査場所の確認 

② 配慮すべきことを確認する 

③ 家族や施設職員等の同席を依頼する 

④ 調査対象者の生活ペースを配慮する 

アポイントの際に必要なこと 

（例） 

「調査の際に気を付ける

ことはありますか？」 

ア 調査対象者の前でできない話の確認 

・癌等、告知されていない疾病 

・家族等が介護において困っていること 

・排泄等の失敗や認知症状など、調査対象者の自尊心を傷つける 

ような内容  等 

 

 

 

 

 

 

 

イ 身体状況・心身の状態の確認 

 ・急性疾患等調査を受けられない状況にないか 

 ・コミュニケーション能力（直接の聞き取りが可能であるか） 

 ※疾患によっては、夕方や夜間に状態が悪くなったり、日によっ

て異なったりする場合があります。認定調査は、調査対象者の状

態が安定しているときに実施し、日頃の状況を把握できるようにし

ます。 

（例） 

「お話はどの程度通じま

すか？」 

※調査対象者が介護保険の利用に納得していない場合などに、認定調査であることを悟られな

いよう、立会者の方と相談したうえで「健康調査」という名目で調査する手法をとる区市町村や、名

札をして訪問をしたところ「近所に認定調査員が来たと知られてしまう」とトラブルになったため、名

札を首から下げて訪問しない方針の区市町村もあります。区市町村担当者の指示に従い、準備を

進めてください。 
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③家族や施設職員等の同席を依頼する 

 

 

 

 

 

 

④調査対象者の生活ペースを配慮する 

調査対象者が日常生活のペースを維持して調査を受けられるような配慮が必要です。家族等には、

調査対象者が不安定な状態とならないように、できる限り日常生活と同じペースで認定調査を受けられる

ようにと伝えます。 

 

○ 事前の準備 

 認定調査に必要なものを事前に準備します。 

・身分を証明するもの（調査員証・介護支援専門員証など） 

・調査票 

・認定調査員テキスト 

・視力確認表（認定調査員テキスト Ｐ．６６） 

・地図 

・筆記具（ペンを「３－４短期記憶」）の３品提示による確認で使用する場合があります） 

・時計（「３－４短期記憶」）の３品提示による確認で使用する場合があります） 

・マスク 

・その他（あると便利なもの） 

 使い捨て手袋、スリッパ、替えの靴下（畳等スリッパでは失礼な場合もあります）、 

 筆談用のボード、紙（ノートやスケッチブックなど）、年齢早見表 

 

 

３ 認定調査当日 

 

○必要な持ち物を点検しましょう（個人情報の管理には十分気をつけましょう） 

○華美な服装はさけ、動きやすく相手に不快感を与えないような身なりを心がけます。 

○わかりやすい言葉で丁寧な言葉遣いをしましょう。 

（専門用語や略語を使用しない、外来語や流行語を使用しない、ゆっくり話す） 

○約束した時間に到着できるよう、余裕をもって伺いましょう。万が一遅れる場合は必ず連

絡をするようにしましょう。 

〇立会者が時間に遅れた場合は、立会者に連絡をして、到着を待ちましょう（待たずに調査

を始めてしまい、トラブルになった事例があります）。 

（例） 

「正確な認定調査のた

めに立会いをお願いで

きますか？」 

調査対象者の状況を、より正確に把握し、調査の客観性を確保す

るため、できるだけ、調査対象者の日頃の状況を一番よく理解してい

る人の立会いをお願いします。 

施設（病院）の場合、本人だけでは聞き取りが不十分な場合、誰に

聞けばよいか訪ねておきます。 
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４ 認定調査を始める前 

 

①自己紹介 

 

 入口で挨拶をし、室内に入ったら 

調査対象者・家族等にわかるように 

身分証を提示しながら、改めて氏名 

を伝えます。 

 

②認定調査の目的や内容の説明 

 

 認定調査が１時間程度かかること、実際に行っていただく動作があること、調査の内容は全て

の方共通であることなどを伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③認定調査員としての立場・公務員と同様に守秘義務があることを説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 家族等が同席している場合、まずはご本人からお聞きし、不明な点等を後ほどお聞きした

いと伝えておきます。 

（家族によっては介護の苦労など話し続け、調査に入れなかったりすることもあるため。また、

家族等が本人に代わって回答しないよう留意する） 

 

○ 調査対象者の回答と事実が異なる場合の対応 

家族等に、調査対象者が回答した後、事実と異なることがあるか否かを他の場所で確認します。調査

対象者の自尊心を傷つけないように、面前での確認はできるだけ避けるようにします。 

留 意 点 

（例） 

私は○○区（市）の認定調査員の○○と申します。（私は

○○区（市）から委託された認定調査員の△△と申しま

す。）今日はお体のご様子や日頃の生活のことを伺いに

来ました。 

（例） 

介護保険の介護サービスを利用するには、まず認定を受けていただく必要があります。その

結果をもとに、サービス計画を立て利用するしくみになっています。今日はその認定のための

調査に来ました。 

今日伺う認定調査の内容は全国共通のものです。質問項目は全部で７４項目あり、お食事

や入浴など日常生活のご様子をお聞かせいただいたり、無理のない範囲で確認動作をしてい

ただきます。 

認定調査終了まで１時間程度を目安としておりますので、どうぞご理解の上ご協力をお願い

いたします。 

（例） 今日伺ったお話については、介護保険の認定以外で使用することはありません。 
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５ 認定調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認定調査項目は、上記の質問から入ると調査がスムーズになります。 

 調査対象者にはリラックスして楽な姿勢で答えていただくよう伝えます。 

 

 また、病院での調査の場合は、始める前に「こちら（病室）で調査をしますか？」と確認

し、病室でよいということであれば、カーテンを閉め、調査対象者に配慮をします。 

 

 

①調査対象者の聴力等により座る位置を調整 

 

 

 

 

 

②本人確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③家族状況と介護者、介護状態を確認 

 

 

 

 

 ①調査対象者の聴力 

 ②調査対象者本人の確認等 

 ③同居家族・主たる介護者 

 ④調査対象者の居住環境 

 ⑤日頃の生活の様子 

 ⑥既住・通院歴 

 ⑦困っていること、現在受けているサービス状況 

（１）導入時の７つの質問 

（例） 

「このくらいの声の大きさで聞こえますか？」 

※「1-13 聴力」の項目の調査を兼ねて確認することができます。 

※「3-3 生年月日や年齢を言う」と「3-5 自分の名前を言う」の項目の確認をすることができます。 

※「3-6 今の季節を理解する」は、世間話的に聞くことができ、話のきっかけをつかみやすい項目であ

り、回答の仕方で認知症があるかどうかについても、ある程度判断することができます。 

「少しご本人とお話させてください」とあらかじめ家族等に断り、質問が終了したら、 

「ここからはご一緒にお願いします」等の声かけをします。 

（例） 

「お名前、生年月日、年齢をお聞かせください。」 

（例） 

「介護をしている方と、ご一緒にお住まいになっている方を教えてください。」 
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④居住環境を確認 

 

 

 

 

 

 

 

⑤毎日の様子を確認、調査員が来る前に何をしていたか確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥現在の状況に関する既往歴から生活に支障がある点を掘り下げて確認 

 

 

 

 

 

 

 

⑦調査対象者、家族等が介護で最も困っていることやサービスの有無を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○困っていることを聞き、それをきっかけに該当項目の内容を掘り下げて質問します。 

○直接調査項目に該当しなくても、困っていることについて「介護の手間」を増やすと

考えられる事項について特記事項に記入します。 

○その他については概況調査の欄に記入します。 

留 意 点 

（例） 

「お住まいや今いらっしゃるところについて、お困りになっていることはありますか？」 

（例） 

「普段の１日のすごし方をお聞かせください。」、「調査の後は何かご予定がありますか？」 

「今日（私が来る前）は、何をしていましたか？」 

※「3-2 毎日の日課を理解」、「3-4 短期記憶」の項目の確認ができます。調査員が来る前に何をしてい

たか答えられない場合や、不明な場合は「短期記憶」ができない可能性がありますので、後で３品提示し

確認します。 

（例） 

「今日の体調はいかがでしょうか？ これまでにかかった病気、けがなどについて教えてくだ

さい。」 

 
※当日の健康状態について聞くことで、動作確認が行えるかどうかも判断ができます。また、現在の通院

状況や、服薬の有無なども確認することができます。 

（例） 

「今、生活の中で、お困りになっていることはどんなことですか？」 

「現在、利用しているサービスを教えて下さい。」 

 ※概況調査に関わる部分を確認します。認定申請にいたった経緯や、介護サービスの有無についてな

どを聞いておきます。 

※「３－７場所の理解」は、「施設」「自宅」などの区別がつけば「１．できる」を選択します。会話の中でも

判断することができます。 
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  認定調査は、調査対象者の様態（疲れなどで体調が悪くなる場合等）をチェックしなが

ら進めます。 

  調査項目の聞き取りの順番は決まっていません。調査員が聞き取りやすいところから聞

いていきます。 

 

①緊張させない・しない 

 

 

 

②生じている介護の手間を把握する 

 

 

 

 

③確認動作の試行は注意して行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①緊張させない・しない 

 ②生じている介護の手間を把握する 

 ③確認動作の試行は注意して行う 

（２）基本調査項目の聞き取り・確認のポイント 

 

排泄などのデリケートな質問は、聞き方に十分配慮します。 

失禁等があっても本人が答えなかったりするので、他の項目と絡めて聞くことも大切です。 

同席者に聞くときは、本人と離れたところで聞くなど、タイミングや場所も配慮しましょ

う。 

留 意 点 

・調査員・調査対象者ともにリラックスし、あわてないで回答できるよう聞き取りに時間をかけます。 

・落ち着いて質問していけば、およそ１時間で調査を終了することができます。 

・日常生活にどういう支障が生じているか、また、それによってどのくらい介護の手間がかかっている

か、「介護の手間」を頭にいれながら質問します。 

・１つの調査項目の内容を聞くことにより、複数の調査項目の回答が得られることもあります。 

 確認動作の試行が原則となっている項目では、調査対象者の様子を見て、確認動作をして危険が

ないこと、体調不良等がないことを確かめてから試行していただきます。くれぐれも、身体を痛めた

り、容態が悪くならないよう注意します。 

 確認動作の試行が後になると調査対象者が疲れてしまうこともあるので、なるべく早く行うほうがよ

いでしょう。 
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６ 認定調査終了後 

 

○家族等への認定調査内容の確認 

  調査終了後、調査票の内容を調査対象者や家族等に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認定調査終了の案内 

  ①今後の問い合わせ先を伝えます（所管一覧表等を提示又は渡す）。必要に応じて、地

域包括支援センター等を紹介します。 

  ②長時間認定調査に協力いただいたことに感謝を述べ、調査対象者の体調を気遣い家族

等の苦労をねぎらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）認定調査の信頼性の確保 

 調査内容の確認をすることで認定調査の信頼性を確保することができます。 

 

（２）調査票記入内容の確認 

認定調査実施中に意思の疎通がうまくできなかったり、判断に迷って選択を誤ってしま

った場合に、訂正することができます。 

 また、同時に、家族等が調査項目における選択の判断に疑問を抱いている場合は、理由

を説明することにより、その場で疑問を解消することができます。 

 ※調査対象者や家族等の訴えと調査員の判断が異なる場合には、最終的には調査員の判

断により選択しますが、具体的な状況を「特記事項」に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

調査内容確認の効果 

 

 

○ 要介護度について「要介護○○くらいかもしれません」と絶対に言わないでく

ださい。介護度について、約束されたのだと誤解をまねくことになりかねませ

ん。 

 

○ 聞かれた場合は、「要介護認定結果通知で確認してください」と伝えてください。 

 

○ 「別のサービスを使った方がいい」などとサービスについてのアドバイスは、

担当ケアマネジャーとの信頼関係に支障をきたす場合がありますので、控えて

下さい。 

注意事項 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 基本調査項目の選択の考え方 
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１ 基本 

 

 

 

（認定調査員テキスト２００９改訂版より） 
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２ 評価軸の考え方 

 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 

 

基本調査項目には、 

 

 

 

 

を確認して判定するというように、判定の基準が３つの評価軸で構成されています。 

評価軸ごとに評価の方法や調査のポイントなど、特徴が共通していますので、個々の調査

項目の定義を覚えるにあたって、どの評価軸かを意識しながらテキストを読むと覚えやすい

でしょう。 

 

○「有無」には「麻痺等・拘縮」の項目、「BPSD 関連」の項目の２つに分かれています。

また、第４群の「精神・行動障害」のすべての項目、第３群の「3-8 徘徊」「3-9 外出すると

戻れない」、第５群の「5-4 集団への不適応」を総称して「BPSD 関連」として整理する。 

 

※BPSDとは、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia の略で、認知症に伴う行

動・心理状態を意味します。 

 

①「能力」を確認して判定する、 

②生活を営む上で他者からどのような介助が提供されているか（「介助の方法」）、 

③障害や現象（行動）の「有無」、 
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（１）能力の項目 

 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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【留意点】 

・調査対象者に実際に行ってもらう。（試行できない場合は状況を聞き取る。） 

・本人や家族の「同意が得られない」場合や、「危険」と判断される場合などでは、確認動

作は行わないでください。 

・実際に行ってもらえた場合でも、実際の行ってもらえなかった場合でも、本人や介護者

から「日頃の状況」を聞きとります。 

・福祉用具（補装具や介護用品等）を使用している場合は、使用している状況で基本調査

項目を選択する。 

・自分の体の一部を支えとしている場合は、「何かにつかまればできる」等を選択する。 

・同様の行為や回答を行っていることを確認できれば、確認動作の試行は不要です。 

・試行した状況と日頃の状況が異なる場合は、より頻回な方法で選択する。 

・確認できない場合は、聞き取りから、より頻回な状況で選択する。 

・いずれの場合も、特記事項へ具体的な状況を記載する。 

 

 

 

 

 

 

能力の項目の留意点 

 選択の基本は「試行」  

 可能な限りテキストの規定する環境や方法で試行しているか再度確認（安全

確保を第一にすること）。 

□ 「歩行」を足場の悪い場所で試行していないか。 

□ 「寝返り」を「つかむもの」がない場所で試行していないか。 

□ 「立ち上がり」を下肢が完全に机の下に入っている状態で試行していない

か。 

 選択の判断に迷う場合は、迷わずに特記事項へ 

 特記事項のポイントは「日頃の状況」の聞き取り  

 日頃の状況≠日頃の生活の様子 

 日頃の状況＝日頃の「確認動作」の可否（その判断において日頃の生活の様

子が参照されることはある）  
 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を基に作成） 
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（２）介助の方法の項目 

 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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【留意点】 
・介助が行われているか聞き取る。 

・調査日より概ね過去１週間にどの程度行われているか。より「頻回」に提供されている

介助の方法を選択する。（つめ切りは概ね過去１か月） 

・調査の対象となる行為は、人それぞれで、居住環境や心身の状態、生活習慣などによっ

て異なる。 

・基本調査項目の選択肢は、介護の手間の量には関係なく、どのような「方法」で、介助

が行われているかを表す。 

・必ずしも「全介助」の方が、「一部介助」よりも介護の手間が大きいとはいえない。 

・同じ選択肢でも、それぞれのケースにより介助量には幅がある。 

・生活習慣や寝たきり等によって調査対象の行為自体が発生しない場合は、「類似の行為」

などで評価する。（つめ切り、洗顔。整髪。ズボン等の着脱などが対象） 

・介助が行われていない（介助が行われている）が適切な状況にある場合は、実際の状況

で選択し、特記事項には介護の手間と頻度を記載する。 

 ・介助が行われていない（介助が行われている）が不適切な状況にある場合は、調査員が

「適切」と考える方法で選択し、特記事項には実際の状況、不適切と考えた根拠などを

記載する。 

 

 

 

 

 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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介助の方法における「頻度」の考え方 

 「より頻回な状況で選択する」 
 本来、多くの要介護者の介護状況は「多様」であり、常に同じ介助が行われて

いるわけではない。 

 日常生活における、場面毎の介助の状況を特記事項に記述することが最も重

要なポイント。 
 頻回な状態で選択した場合は、「一次判定で評価しきれない介助」が存在する場合がある。 

 したがって、二次判定（介護の手間にかかる審査判定）における検討が想定されるため、特記

事項は必須。 

 頻度の考え方の留意点 
 パーキンソン病など心身の状態に日内変動がある場合は、状態毎の「介護の手間」の違いを丁

寧に記載することが重要。 

「実際の介助の方法」が不適切な場合の考え方 

 「実際の介助の方法」が不適切な場合 
 独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていな

い場合。 

 介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合。 

 介護者の心身の状態から介助が提供できない場合。 

 介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合。  など 

対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が

想定される。 

「実際の介助の方法」が不適切な場合のポイント 

「不適切」と考える理由は特記事項に記載する。 
 理由が明記されていないと、審査会委員は、調査員の判断が妥当かどうか確認

することができない。 

 （理由の有無は、特記事項チェックの最大のポイントの一つ） 

介助の適切性は総合的に判断する 
 独居、老々介護のみを理由に判断するものではない。 

 単に「できる-できない」といった個々の行為の能力のみで評価しない。 

 生活環境や本人の置かれている状態なども含めて、総合的に判断する。 

 【参考】（前略）これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う（後略）（介護保険

法第１条） 

 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を基に作成） 
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 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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（３）有無の項目 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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【留意点】 

・行動が発生しているかどうかで選択する。 

・発生している場合は、具体的な対応の状況（手間や頻度）を聞き取り、特記事項に記載す

る。介護量を把握できるようにすることが重要。 

・発生していない場合も、定義以外や類似の行為がある場合は、具体的な状況（手間や頻度）

を特記事項に記載する。 

・「認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上」のケースについては、ＢＰＳＤ関連項目等につ

いて「介護の手間」の発生の有無を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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３ 基本調査項目ごとのポイント 

 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料をもとに作成） 

 

 第１群  1-1：麻痺等の有無（下肢）   

 下肢麻痺における「ばらつきの因子」 

 「麻痺等（筋力の低下や麻痺等の有無）」は、「確認動作」に基づいて評価され

ることが原則。 

 主観的な「筋力の低下」だけで選択しないよう留意。 

 他調査項目（歩行や移動）と連動させるような判断基準は避ける。 

 「その他」については、特記事項の記載に留意する。 
 

 下肢麻痺「あり」が「はずれ値」を示す要因になりうる調査方法・判断基

準 

 静止状態を保持する際、下肢に震えがみられることだけをもって「麻痺あり」を

選択する場合。 

 厳密に水平まで挙上できるかを基準としている場合 

 軽度の可動域制限がある場合は、関節の動く範囲で行う。 

 背もたれにもたれない状態で確認動作を実施している場合×「挙上できる」と判

断する角度が厳しい（水平に近い）場合。 

 

 欠損により試行できなかった場合は、該当部位と「その他」の両方を選

択する。（特記事項欄には欠損の状況を記載） 
 

 

 第１群  1-5：座位保持 1-8：立ち上がり   

 「日頃の状況」に対する考え方（座位保持の例） 

 「支えが必要」で選択の偏りが発生しやすい。 
 要支援・要介護１レベルで「支えが必要」が選択されている場合などは、要注意。 

 日頃の状況 
 誤：日頃の生活（日中は居室のソファーにもたれて過ごしている） 

 正：日頃の能力（日頃、同じ動作を行った際、できているのか、できていないのか） 

 第１群における「日頃の状況」は申請者にとっては、回答が難しい場合もあるこ

とに留意し、質問の仕方を工夫することが重要。 
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 確認のポイント 

 食事摂取時の姿勢など（座位が取れる場合は、嚥下を楽に行うために、背もた

れにもたれずに食事を摂取するのが一般的）を確認することで、座位保持の状

況を把握することができる場合がある。（医療機関での受診時の椅子／待合室

の椅子など） 
 

 立ち上がりの「支えがあればできる」の選択 

 体を支える目的で、しっかりと加重して立ち上がっているかで選択。 

 「手をつかないと立ち上がれない」のか、「手をついて立ち上がった」のか区別して判断する

ことが必要 

 試行の際は、椅子の向きに注意。 
（テーブルが正面にあると、だれでも自然に手をついてしまう） 

 

 

 第２群   2-1：移乗   

 軽度者の移乗をどう考えるか 

 定義されている「移乗」行為がない場合。 

行為が生じた場合を想定し適切な介助の方法を選択し、具体的な事実を特記事項に記載 

 「調査対象の行為が発生しない場合」の規定（寝たきり状態など）と同様に考え

る。 

 移乗の類似行為は存在するか？ 

 「ベッド→歩行→便座（着座）」は移乗行為ではない。 ⇒移動 

 移乗の規定：「ベッドから車いす（いす）へ」「車いすからいすへ」「ベッドからポー

タブルトイレへ」「車いす（いす）からポータブルトイレへ」「畳からいすへ」「畳か

らポータブルトイレへ」「ベッドからストレッチャーへ」等、でん部を移動させ、いす

等に乗り移ること。 

 体位交換の取り扱い 

 最重度者における体位交換の特記事項については、「1-3：寝返り」（能力の項

目）に記載せずに、「2-1：移乗」（介助の方法の項目）に頻度とともに記載する

ほうが、わかりやすい。 

※清拭・じょくそう予防等を目的とした体位交換、シーツ交換の際に、でん部を動かす行為も移乗に

含まれる。 
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 第２群   2-2：移動   

 移動における「見守り等」 

 「適切な介助の方法」による選択 

 「見守り等」「一部介助」の選択が過剰になっていないか。 

 「移動」における「見守り等」の定義：『常時の付き添いの必要がある「見守り」』 

 よくみられる例：2-2 で「移動時ふらつきが見られるため移動に見守りが必要。」としつつ、

2-12 で「毎日、30 分程度一人で散歩している。」等 

 適切な判断レベルをどのように形成していくか。 

 固定的な判断基準を作らない（特定の基本調査項目が「一部介助」の場合、移動は一部介

助とする／等）。 

 基本的に、専門職による合意が必要（テキスト等に具体的な判断規定は設定されていな

い）。 

 審査会の議論・判断においても同様の課題がある。 

 移動は日常生活に関する総合的な調査項目 

 各調査項目の聞き取りで総合的に把握する（特に排尿）。 

 想定される場面 
 自宅内での移動（食事、トイレ、台所、来客時など） 

 入浴時：通常時に介助がない場合でも施設やデイサービスなどの大浴場での対応が異な

る場合がある。 

 移動の機会を特定することが重要（＝活動性や頻度を把握することができる）。 

※施設の場合、事故防止のため独歩者でも介助することがあるため注意する。 

 

 外出時の移動や転倒等の頻度について丁寧な聞き取りを行う 

（特に軽度者） 
 

 定義上、「外出時」の移動は、評価の対象に含まれない（基本調査の選択には

含まれない）ものの、外出時の介助は、特に軽度者の介護の手間にかかる審

査判定において議論されることが多いことから、「2-12：外出頻度」などと関連づ

けて特記事項を記載することが望ましい。 

 「外出時の移動」の聞き取りが必要な理由を「審査会の視点」から説明すること

が重要。 

 「2-2 移動」で「介助されていない」を選択する場合でも、転倒等の頻度により、

申請者に必要な「機能訓練」に関する評価が異なる可能性がある。 
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 第２群  2-4：食事摂取   

 行為区分毎の時間において、最も時間の幅をもつ（1.1 分-71.4 分）「食事」

の樹形図の最上位分岐点の調査項目。 

 食事の樹形図では分岐は「見守り」-「一部介助」で発生する。 
（その他 4か所で分岐点として採用） 

 選択・特記事項上の留意点 

 食事摂取の介助にかかる介助時間は、実際の介護時間において長時間であり、

個人差も発生しやすいことから、介護認定審査会の判定においては、重要な意

味を持つ場合がある。 

 「一部介助」：「ただし、この『一部』については、時間の長短は問わない」 
 ほとんど介助が行われない一部介助：「ほとんど自分で食べるが、大きなものは、小さく切

るなどの介助が行われている」 

 全介助に限りなく近い一部介助：「自分で食べようとするが、数口でやめてしまうため、ほと

んどを介助している」 

 

 第２群  2-5/2-6：排尿・排便   

 

 排尿（排便）は、実際の介護において「個人差」があり、また一日の中で

「何度も発生する介助」であり、その結果、二次判定（介護の手間にか

かる審査判定）では議論されることが多い。 
 全ての要介護度区分（非該当～寝たきりレベル）において、丁寧な記載を心が

ける。 

 特に、「介助されていない」「全介助」の選択を行った場合、記載漏れがないよう

に留意する。 

 特記事項の記載ポイントは４点 

排泄にかかる介護の手間 

＝①排泄方法 × ②頻度 + ③失敗の有無と介護 
 

 要介護者においては、「活動時間帯（日中・夕方）」と「就寝時（夜間・深

夜）」で、排泄の状況が異なる場合が多い。介助の方法や状況が時間帯で

異なる場合は、④昼夜の違いも記載。 

 失敗には、失禁だけではなく、トイレの汚染、不潔行為等も含まれる。 
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 ポータブルの掃除に関する解釈 

 ポータブルの「一括清掃」（翌朝に一回の掃除で対応等）は、排泄介助の機会

が複数あったものを、介護者の都合などで「一回」で処理した場合が想定されて

いる。 

 選択の基準は、「より頻回な状態」での選択になるため、昼間はトイレで排尿し

ている場合などは、深夜帯以外の介助の状況を十分に把握した上で、選択を

決定する。 

 なお、いずれの選択を行う場合も、ポータブルに対する介助の状況は、特記事

項に頻度とともに記載することが重要。 

（ポータブルトイレを複数回掃除している場合は、回数を記載するとわかりやすい） 

 便器周りの掃除の考え方。 

 排尿での分岐点は、樹形図上、２か所しかないが、軽中度では分岐上、

大きな違いとなる場合があるため、特に注意が必要。また、中間評価

項目得点への影響もある。 

 失禁時の「適切な介助の方法」の考え方 

 失禁の原因がどこにあるかによって「適切な介助の方法」を選択する調査項目

が異なる。 
 トイレまでの移動に介助が必要な場合は「2-2 移動」 

 ズボンの上げ下げ、トイレへの誘導の声かけが必要な場合は「2-5 排尿」「2-6 排便」 

 失禁時の対応を自分で行っている場合の評価。 
（トイレまわりや廊下が汚れていないか等） 

 認定調査員が「不適切」と判断する場合は、そのように判断する具体的な理由

や事実を特記事項に記載した上で、選択の妥当性について審査会の判断をあ

おぐ。 
 

 第２群  2-7/2-8/2-9：口腔清潔・洗顔・整髪   

 清潔保持系の調査項目における「一部介助」 

 「口腔清潔」「洗顔」 「整髪」における「行為の開始を促す声かけ」を「一部介助」

に取っていないか。 
 

 「介助されていない」→「一部介助」により、中間評価項目得点は、「11.8 点」の

差が生じる。 

※施設の場合、これらの行為の多くは施設側の理由により一部、または全 

介助となる場合があるため注意する。 
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 第２群における「声かけ」の概念  

 「声かけ」の評価 

 該当する行為の開始を促す（洗面所等への誘導）という意味での「声かけ」 
 「歯を磨きにいきましょうか？」（口腔清潔） 

 「そろそろトイレにいく時間ですね」 

 該当する行為を行う中で発生する「声かけ」 
 「そのタオルで顔を拭きましょう」（洗顔） 

 「ボタンが一つずれていますよ」（上衣の着脱） 

 

 「声かけ」における選択 

 基本原則：行為開始を促す「声かけ」は評価対象外。 
 例外：「排尿」「排便」における行動開始の「声かけ」は「見守り等」を選択する。 

 

 基本原則：行為を行う中で発生する「声かけ」は評価対象となる。 
 調査項目によって選択肢が異なる（見守りの場合と一部介助の場合がある）点に留意す

る。 

 

 第３群  3-4：短期記憶   

 「短期記憶」の特徴 

 第３群においてもっとも判断が分かれる項目 

 中間評価項目得点は低いが、調査項目で分岐する箇所がある（４カ所）。特に

軽度者における「食事」の時間に影響が出る可能性があるので留意が必要。 

 短期記憶における「ばらつきの因子」 

 定義「面接調査の直前に何をしていたかを思い出す」を試行及び日頃の状態を

検討する際の、基本とすること。 

 「直前」の判断に対する考え方の差異。 

 ３品提示の実施頻度が高く、かつ、誤答した場合に必ず「できない」を選択して

いる場合。 
 ３品提示は、面接調査の直前にしていたことを聞く質問での確認が難しい場合に実施。 

 確認テスト（３品提示）の試行方法の誤り。 
 ３品を提示し、３品を隠して、事後に３品を回答させる方法は誤り。 

（正しくは、認定調査員テキスト 105 ページを参照） 

 他の調査項目（「4-12 ひどい物忘れ」「5-1 薬の内服」「3-2 毎日の日課を理解」）と連動させ

た選択を行っている場合。 
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 第４群  

 全体的にばらつきは小さい。個別の調査項目で分岐せず、中間評価項

目得点でのみ分岐する（BPSD 関連の 3-8、3-9 については分岐があ

る）。 

 特記事項の記載ポイントは２点、「行為への対応（介護の手間）」と「頻

度」。 

 ＢＰＳＤ関連は、選択と特記事項で視点が異なる。 
 選択基準＝「行動の有無」とその「頻度（ある・ときどきある）」 

 特記事項＝「介護の手間」の具体的な「内容」とその「頻度」 

 そのため、「行動の有無」と「介護の手間」の有無が一致しないケース

では、特記事項が審査会にとって特に重要な情報となる。 
 選択が「ある」であって「介護の手間」が発生していない場合 

 選択が「ない」であって「介護の手間」が発生している場合 

 他方、第４群の項目は、家族等への聞き取りによることから、定義にう

まく当てはまらない場合や、頻度等が不詳な場合が発生しうるが、これ

らについても特記事項に記載することが重要。 

 ４－１２「ひどい物忘れ」のみ、この物忘れによって、何らかの行動が起

こっているか、または周囲の者が何らかの対応をとらなければならない

ような状況かどうかで判断する（対応の有無）。４群の例外であり、注意

が必要。 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 特記事項の記入上のポイント 
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１ 特記事項が必要な理由 

（１） 特記事項は、審査会で主に２つの視点から活用  

➀ 一次判定の修正・確定の際に 

基本調査の内容が正しいかどうかを確認するため 

※ 一次判定は審査会の合議の中で確定するため、審査会委員が調査員の選択の根拠

を確認できることが重要です。 

➁ 二次判定（介護の手間にかかる審査判定）の際に 

一次判定で十分に反映されていない介護の手間の検討するため 

※ 審査会委員は基本調査の選択では十分に反映されていない個別具体的な情報を特

記事項から読み取り、二次判定を行います。 

※ 基本調査で「介助されていない」や「ない」などを選択する場合でも、実際に介護の手

間が発生している場合があります。この場合、特記事項に「介護の手間」や「頻度」を

記載することが重要です。 

※ 調査対象者の状態は様々で、各調査項目の定義にうまく当てはまらない場合がありま

す。そのような場合は、最終的に複数名の専門家で構成する審査会で判断します。基

本調査で迷った場合は、調査項目の定義等に基づき選択し、迷った状況が審査会に

伝わるように具体的に特記事項に記載することが重要です。 

 

（２） 特記事項は、選択根拠、手間、頻度の３つ情報が必要  

選択根拠 主に一次判定の修正に使用されます。 

手間 

頻度 

主に二次判定での介護の手間の多少に関する

議論に使用されます。 

□ 特記事項の例 

「毎日」夕方になると、外に向かって大声で怒鳴り始める。このため、家族は

毎回なだめている。興奮しており、落ち着くまで「３０分は」目が離せない。 

 

 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」一部改変） 

 

 

 

頻度 選択根拠 

手間 
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２ 特記事項の記載ポイント 

（１） 能力 

➀ 選択根拠の記載 

特記事項には、確認動作の試行や日頃の状況等、基本調査項目の選択肢の

選択根拠を記載する。 

➁ 選択に迷った場合 

選択に迷った場合、調査員は、調査対象者の「具体的な状況」と調査員の「判

断根拠」等を特記事項に記載する。 

最終的な判断を行うのは介護認定審査会になるが、一次判定を算出させるた

めに、選択肢の選択は必ず行う。 

※ （例）１－５ 座位保持 

座位保持について、ベッドのギャッジアップ角度が何度程度であれば「支えてもらえれ

ばできる」を選択するべきか。 

⇒ ギャッジアップに係る具体的な角度については、テキストでは定められていません。調

査員が、状況を確認し、「支えてもらえればできる」と判断した場合は、実際の状況と

日頃の状況、調査員の判断根拠等を特記事項に記載する。 

➂ 審査会での活用 

 日頃の状況の能力を理解する。 

 他の基本調査項目の選択や特記事項と合わせて、介護の手間について理

解する。 

※ （例）「視力」の特記事項から「移動」の介護の手間をより的確に理解する。 

１－１２ 視力 「能力」   

実際に確認して、「２．約 1ｍ離れた視力確認表の図が見える」を選択する。 

しかし、強度の視力矯正の眼鏡を使用しており、両目の左側半分の視野欠損がある。 

２－２ 移動 「介助の方法」 

視力の問題から、トイレや浴室への移動に常に付き添っている。 

深夜も、ほぼ毎日、1回程度、トイレに行くため、介護者が起きて付き添っている。 

➃ 特記事項の役割（審査会での活用） 

 身体機能 
【試行の結果】 

日頃の能力を理解する上でも重要。（「つかまれば可」のレベルにも幅がある。） 

【日頃の状況】 

介助の方法で「適切な介助」を検討する場合に参照することがある。 

 認知機能 
 認知症高齢者の日常生活自立度の確定作業 
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 特に主治医意見書と認定調査票で判断が異なる場合の重要な情報。 

 「介助の方法」や「BPSD 関連」に記載されている「介護の手間」との関係性について

立体的に理解するための情報。 

（平成 30 年度 厚生労働省調査指導員養成研修資料より） 

➄ 同じ選択肢でもこんなに違う 

 １－７ 歩行で「できる」を選択しても 

（例１） ５ｍの歩行はふらつきもなくしっかりした足取りでできる。毎日３０分程度、散歩に

行く。杖などは使用していない。 

（例２） ５ｍ何とか支えなしに歩くことができる。ただし、小刻み歩行で、足が十分に上がら

ず、ふらつきもある。体調の悪い日が月に２～３日あり、そのときは、支えがないと歩

けない。 

上記の２つの例を比較すると、介助の量に違いがあることがわかります。 
（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」一部改変） 

（２） 介護の手間 

➀ 介護の手間の頻度 

頻度は、できる限り、「具体的な数値」で記載する。 
  ○ １日３回、週１回程度 ⇒ 誰もが、同じとらえ方ができる。 

  × ときどき、よく  ⇒ あいまい。人それぞれのとらえ方がある。 

➁ 基本調査項目では介助なしでも、実際に介助が行われている 

「介助されていない」や「ない」等を選択しても、実際に介護の手間が発生してい

る場合がある。 

⇒ 「特記事項」に介護の手間と頻度を記載 

➂ 基本調査項目にはないが、介助が行われている 

いずれの調査項目にも当てはまらない介護の手間が発生している場合があ

る。 

⇒ 「特記事項」の審査会委員が読みやすい場所に具体的な介護 の手間の内

容と頻度を記載 
 ※ （例）軟膏の塗布 

    家族により、１日３回の背中への軟膏の塗布がある。 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」一部改変） 

➃ ２－２移動の特記事項の記載ポイント 

 移動は日常生活に関する総合的な調査項目 

 移動の機会を特定することが重要（＝活動性・頻度を把握できる。） 

 場面によって、移動の様子や行われている（必要な）介護が異なる場合がある。 
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 外出時の移動や転倒等の頻度について丁寧に聞き取る（特に軽度者） 

 失禁の原因が移動の場合は、「2-2 移動」で「適切な介助の方法」を検討する 

 失禁の原因によって、「適切な介助の方法」を検討する調査項目が異なる。 

 「不適切」と判断する場合は、具体的な理由や事実を特記事項に記載し、選択の妥当

性について審査会の判断をあおぐ。 

（厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を一部編集） 

➄ 同じ選択肢でもこんなに違う 

 2-4 食事摂取 「一部介助」を選択しても 
※ 特に食事は介助時間が長時間になる場合あり 

（例１） 最初の数口は自己摂取だが、すぐに食べなくなるために、残りはすべて介助を行

っている。 

（例２） ほとんど自分で摂取するが、器の隅に残ったものなどは、介助者がスプーンですく

って食べさせている。 

上記の２つの例を比較すると、介助の量に違いがあることがわかります。特

記事項欄に記載することで、二次判定で介護の手間を考慮することができま

す。 
（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

 2-5 排尿で「介助されていない」を選択しても 
※ １日の中で何度も発生、個人差あり 

（例１） 一連の行為は問題なくできる。失敗もない。 

（例２） 週に５日程度は一連の行為を自分でできるが、週２回程度は体調が悪く、ズボン

の上げ下げに介助を要する。 

 

 

 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

➅ 2-6 排便「全介助」の場合の特記事項記入の工夫 

 Ｑ.下記２つの例では、どちらのほうが介護の手間を読み取れるでしょうか 

（例１） 職員が全介助している。 

（例２） 排便時は、職員が全介助にてオムツ交換を行う。股関節の拘縮により、開脚に制

限があるため、オムツ交換、陰部の洗浄を２人介助で行っている。 

例２の方が、具体的な介助の量をイメージしやすいことがわかります。 

特記事項のポイント 

・排尿方法     ・頻度 

・失敗の有無    ・昼と夜の違い 

・体調による違い       など 
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特記事項欄に具体的に記載することで、二次判定で介護の手間を考慮する

ことができます。 

（３） 有無 

➀ 麻痺等・拘縮 

 確認動作と日頃の状況が「異なる」場合 

 基本調査項目の選択肢で「どちらの選択も妥当」と感じた場合 

⇒特記事項に記載し、審査会の判断を仰ぐ（審査会の一次判定の修正） 

➁ ＢＰＳＤ関連 

 特記事項には介護の手間と頻度を記載し、介助量を把握できるようにす

ることが重要 

 基本調査項目の定義に含まれないＢＰＳＤ関連の行動で、手間が発生し

ている場合も「特記事項」に介護の手間を記載 

 「認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上」のケースについては、ＢＰ

ＳＤ関連項目等について「介護の手間」の発生の有無を確認 
（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

 

 軽度のケースの認定調査は２群・５群がポイント  

 軽度の審査判定においては、間接生活介助、機能訓練関連行為の部分の介

護の手間が判断のポイント。 

２群、５群の特記事項は、「日常生活がどのくらい成り立っているか」がわかる

よう記載することが重要。 

 「2-2 移動」 
 移動は日常生活に関する総合的な調査項目 

 軽度のケースでは外出時の移動や転倒等の頻度を丁寧に聞き取り特記事項に記載 

 「2-5・2-6 排尿・排便」 
 排泄は、１日に何度も発生する介助であり、介助に個人差がある。軽度、重度にかかわら

ず、特記事項の記載が必要。 

 「5-5 買い物」「5-6 簡単な調理」 
 買い物や簡単な調理は、日常生活の限定的な場面を評価している。 

 定義以外の介護の手間を特記事項に記載することで、「日常生活がどのくらい成り立って

いるのか」など、間接生活介助の必要性について認定審査会での議論が可能 

 外出等と関連づけて実際の買い物の様子や、日用品、食材等の準備の状況を記載 

（例）１日おきの買い物は家族と一緒に行うが、あらかじめ家族と一緒に購入するものを考え、

スーパーマーケットでは、自分で選びながら購入するので、１時間以上かかる。  など 
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 適切な介助での選択 
 介助の方法の項目は、実際の介助の状態が不適切と判断した場合は、調査員が「適切」と

判断する方法を選択 

 特記事項に「適切な介助」で選択したことがわかるような記載が必要 

 選択の妥当性は、認定審査会で最終的に判断される。（単身世帯や日中独居で軽度のケ

ースは、状況を十分に聞き取って判断） 

 

３ 軽度者と重度者の特記事項のポイント 

（１） 最軽度者の特記事項の記載ポイント 

 最軽度者：第２群の選択のほとんどが「介助されていない」となる軽度者 

 【移動】外出時の移動の状況、転倒等の頻度 

 【排泄】排泄方法と失敗の有無（昼夜の違い、頻度など） 

 【間接生活介助】第５群を中心とした生活支援の状況 

 清潔保持関連の適切性 

 選択肢の選択基準に含まれていないことがあっても、介護の手間に関係する内容があれ 

ば特記事項に記載 

（２） 最重度者の特記事項の記載ポイント 

 最重度者：第２群の選択のほとんどが「全介助」となるような寝たきり等の最重 

度者 

 「寝たきり経管栄養」だからといって、「介護の手間」の量は同じではない 

 【医療関連】経管栄養にかかる時間や処置、喀痰吸引の回数、褥瘡の処置 

 【移乗】体位交換にかかる介護の手間（「2-1 移乗」に記載）、移乗、移動の機会 

 【食事】食事摂取の介護にかかる時間 

 【排泄】おむつ交換にかかる介護の手間（回数、拘縮・介護抵抗・不潔行為などの有無） 

 【ＢＰＳＤ関連】カテーテル等の抜去などの介護の手間 

 

 




